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「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果 
 

愛知労働局では、昨年11月の「過重労働解消キャンペーン」期間における監督指導（以下

「重点監督」という。）の実施状況を以下のとおり取りまとめました。 

長時間労働が疑われる663事業場に対して監督を実施した結果、386事業場（全体の58.2％）

で労働基準関係法令違反があり、そのうち266事業場（40.1％）で違法な時間外・休日労働

が認められ、是正指導を行いました。 

 

【重点監督の結果のポイント】（詳細別紙） 

（１）重点監督の実施事業場： 663 事業場  

    このうち 386 事業場（全体の 58.2％）で労働基準関係法令違反 
 
（２）主な違反内容  

① 違法な時間外・休日労働（※１）があったもの  266 事業場（40.1％） 

      うち、時間外労働の実績が最も長い労働者の時間数が 

    月80時間を超えるもの   214事業場（80.5％） 

      うち、月100時間超   146事業場（54.9％） 

       うち、月150時間超    32事業場（12.0％） 

        うち、月200時間超    7事業場（2.6％） 

② 賃金不払残業があったもの   22事業場（3.3％） 

③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施なもの  35事業場（5.3％） 
 
（３）健康障害防止に係る指導状況 〔(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場〕 

① 過重労働による健康障害防止措置（医師の面接指導など）が不十分なため改善指導

したもの   579事業場（87.3％） 

   うち、時間外労働を月80時間（※２）以内に削減するよう指導したもの 

 425事業場 (64.1％） 

② 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの  42事業場（6.3％） 
 

※１ 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。 

※２ 脳・心臓疾患の発症前１か月間におおむね100 時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね

80 時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。 
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１ 法違反の状況（是正勧告書を交付したもの） 

 

表１ 事業場の規模別の重点監督実施件数 

事業場の規模別の重点監督実施件数 

地区 合計 1～9人 10～29人 30人～49人 50人～99人 100人～299人 300人以上 

全国 7,014 1,454 
（20.7％） 

2,330 
（33.2％） 

1,095 
（15.6％） 

953 
（13.6％） 

846 
（12.1％） 

336 
（4.8％） 

愛知局 663 
99 

（14.9％） 
202 

（30.5％） 
120 

（18.1％） 
110 

（16.6％） 
100 

（15.1％） 
32 

（4.8％） 

 

 

表２ 企業規模別でみた場合の重点監督実施件数 

企業規模別でみた場合の重点監督実施件数 

地区 合計 1～9人 10～29人 30人～49人 50人～99人 100人～299人 300人以上 

全国 7,014 
546 

（7.8％） 
930 

（13.3％） 
583 

（8.3％） 
762 

（10.9％） 
1,287 

（18.3％） 
2,906 

（41.4％） 

愛知局    663 
34 

（5.1％） 
51 

（7.7％） 
50 

（7.5％） 
71 

（10.7％） 
129 

（19.5％） 
328 

（49.5％） 

 
 

表３ 業種別・違反状況 

   違反状況（違反率） 

 

 

監督実施 
事業場数 

 

違反件数 
（違反率） 
（注１） 

労働時間 

（注２） 

賃金不払残業 

（割増賃金不払い） 
（注３） 

健康障害防止 

（注４） 

全国 7,014 
4,711 

（67.2％） 
2,773 

（39.5％） 
459 

（6.5％） 
728 

（10.4％） 

愛知局 663 
386 

（58.2％） 
266 

（40.1％） 
22 

（3.3％） 
35 

（5.3％） 

主
な
業
種 

製造業 
199 

（30.0％） 
131 

（65.8％） 
88 8 4 

建設業 
70 

（10.6％） 
28 

（40.0％） 
18 3 2 

運輸交通業 
155 

（23.4％） 
107 

（69.0％） 
83 4 8 

商業 
58 

（8.7％） 
37 

（63.8％） 
27 2 5 

保健衛生業 
14 

（2.1％） 
10 

（71.4％） 
5 0 4 

接客娯楽業 
8 

（1.2％） 
2 

（25.0％） 
2 0 0 

その他の事業 
159 

（24.0％） 
71 

（44.7％） 
43 5 12 

（注１）かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。 

（注２）労働基準法第32 条、40条、35条違反〔36 協定なく時間外・休日労働を行わせているもの、36 協定で定める限度

時間を超えて時間外労働を行わせているものなど違法な時間外労働があったもの〕の件数を計上している。 

（注３）労働基準法第37 条違反（割増賃金）のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない〕。 

（注４）労働安全衛生法第 18 条違反〔衛生委員会を設置していないもの、設置しているが毎月１回以上開催していないも

の等〕、労働安全衛生法第66 条違反〔健康診断を行っていないもの〕及び労働安全衛生法第66 条の８違反〔１月

当たり100 時間以上の時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接指導の申出があったにもかかわらず、

面接指導を実施していないもの〕を計上している。 

 

 

（別紙） 

2



２ 重点監督において把握した長時間労働等の実態 
 
⑴ 時間外・休日労働時間が最長の者の実績 

違法な時間外・休日労働があった266事業場において、時間外・休日労働が

最長の者は、１か月80時間超が214事業場、うち１か月100時間超が146事業

場、うち１か月150時間超が32事業場、うち１か月200時間超が7事業場であ

った。 

 

表４ 違法な時間外労働があった事業場における時間外・休日労働時間が最長の

者の実績（内訳） 

 45時間以下 
45時間超 
80時間以下 

80時間超 
100時間以下 

100時間超 
150時間以下 

150時間超 
200時間以下 

200時間超 

全国 480 537 560 939 205 52 

愛知局 22 30 68 114 25 7 

 
 
 

⑵ 労働時間の管理方法 

重点監督実施事業場における労働時間の管理方法については、102事業場で使

用者が自ら現認するもの、243事業場でタイムカードによるもの、138事業場で

ICカード、IDカードによるもの、223事業場で自己申告制により、始業・終業

時刻等を確認し記録していた。 

自己申告制のみの方法による事業場は、99事業場（14.9％）であった。 

 

表５ 監督実施事業場における労働時間の管理方法 

 

原則的な方法（注１） 
自己申告制 
（注２） 

その他 
（注２） 使用者が自ら現

認（注２） 
タイムカード 
（注２） 

ICカード、IDカード
（注２） 

全国 716 2,392 1,363 2,534 1,567 

愛知局 102 243 138 

223 

190 
うち自己申告制のみ 

99 

（注１）労働時間適正把握基準に定める始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を指す。 

（注２）監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用している場合があるため、重複があ

り得る。 

 

 
 

３ 長時間労働削減などの指導状況（指導票を交付したもの） 
 
⑴  過重労働による健康障害防止措置が不十分なことによる指導状況 

重点監督実施事業場のうち579事業場（法違反のない事業場を含む）に対して、

長時間労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等の実施や時間外労働の

削減などの過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。 
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表６ 重点監督における過重労働による健康障害防止のための指導状況 

   

 
指導事 
業場数 

指導事項（注１） 

面接指導等の
実施（注２） 

衛生委員会等に
おける調査審議
の実施（注３） 

月45時間以内
への削減 
（注４） 

月80時間以内
への削減（注５） 

面接指導等が実
施できる仕組み
の整備等（注６） 

全国 5,269 537 773 1,953 3,299 199 

愛知局 579 64 48 153 425 10 

（注１）指導事項は、重複があり得る。 

（注２）２ないし６月で平均 80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者又は１月 100時間を超える時間外労働を行

っている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなどを指導した事業場数を計上している。 

（注３）「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時50人以

上の労働者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査審議を行うこと、②常時50人未満の労働者を使用する事業

場の場合には、労働安全衛生規則第23条の２に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用して、関係労働者

の意見を聴取することを指導した事業場数を計上している。 

（注４）時間外・休日労働時間を１か月当たり45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、

講ずることとした方策の着実な実施に努めるよう指導した事業場数を計上している。 

（注５）時間外・休日労働時間を１か月当たり 80時間以内とするための具体的方策を検討し、その結果、講ずることとした方

策を具体的な期限までに実施すること等を指導した事業場数を計上している。 

（注６）医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組みなどを、あら

かじめ定めることなどを指導した事業場数を計上している。 

 

 

⑵  労働時間の適正把握に係る指導状況 
重点監督実施事業場のうち 42事業場に対して、労働時間の管理が不適正で

あるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ず

べき措置に関する基準（労働時間適正把握基準）（※）」に適合するよう、労働

時間を適正に把握することなどを指導した。 
（※）平成29 年１月20 日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（別添「参

考資料」参照）を新たに策定（労働時間適正把握基準は同日付で廃止） 

 

 

表７ 重点監督における労働時間適正把握に係る指導状況 

（注１）指導事項は、重複があり得る。 

 

 

 

 

 

 
指導事
業場数 

指導事項（注１） 

始業・終業
時刻の確
認・記録 

自己申告制による場合 

管理者の責
務（問題点の
把握など） 

労使協議組
織の活用
（問題点及
びその解消
策の検討） 

自己申告制
の説明 

乖離時間の実
態調査 

適正な申告の
阻害要因の排

除 

全国 889 531 145 394 73 29 1 

愛知局 42 18 3 25 3 1 0 
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４ 監督指導事例（愛知局） 
 

【事例1】（製造業） 

増員等により長時間労働を削減した事例 

 

<内容> 最長で月160時間超の違法な時間外・休日労働が認められたもの。 

 

<改善> 業務量の多い工程に労働者を2名増員するとともに、業務量の多い

工程から一部の業務を他の工程に組み替える等工程間の業務量の平

準化を行い、全労働者の時間外・休日労働が月80時間未満に低減し

た。その後も、さらなる時間外・休日労働の低減に向けて業務量の

平準化を推進している。 

 

 

【事例2】（商業） 

自己申告時間との乖離の調査及び労働時間管理方法を見直した事例 

 

<内容> 労働者の自己申告により労働時間管理を行っていたが、入退館時間

等との間に1日最大2時間20分の乖離が認められたもの。 

 

<改善> パソコンのログ記録や労働者へのヒアリングを実施して適正に労

働時間を特定し、約40名に対し総額約100万円の割増賃金の追加支

給を行った。また、新たに勤怠管理システムを導入し、客観的な労

働時間の管理方法に変更した。 

 

 
 
５ 平成29年度の主な取組み 
 

⑴  引き続き、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時
間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による

過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対し、原則全数監督指導

を実施。 

⑵  複数の事業場で違法な長時間労働を行っているなどの場合は、経営ト
ップに対し全社的な早期是正を指導するとともに当該企業名を公表。 

⑶  労働時間管理があいまいになりがちな自己申告制のみを採用している
企業については、客観的な記録による管理方法の導入を検討するなど、

重点的な指導を実施。 
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